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定例監査結果報告書 

 

 

 １ 監査の対象 

  ①職員の配置状況、行政組織、年休取得及び時間外の状況 

（担当部署 総務部総務課） 

  ②指定管理者制度 

（担当部署：総務部総務課、生活福祉部福祉課・子ども応援課、教育委

員会生涯学習課） 

 

 ２ 監査の実施日 

   令和５年１１月２４日（金） 

 

 ３ 監査の概要 

    上記の監査の対象について、関係法令等及び予算に基づき適切に執行

されているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつ

つ関係書類による検査及び関係職員からの聞き取りにより実施した。 

 

 ４ 監査の結果 

    監査を実施した結果、財務に関する事務及び経営に係る事業の管理に

ついては、概ね適正に行われていると認められた。 


